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島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則

島根県県税条例施行規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条中「第	�条の	
」の次に「（地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成��年法律第��号）第��条の規定により

適用される場合を含む。）」を加える。

第��条の見出し中 ｢県税｣ を ｢県税等｣ に改め､ 同条第項中「第	�条の��第�項」の次に「（地方法人特別税等に関

する暫定措置法第��条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）」を加え､ 同条第�項表以外の部分中 ｢県

税｣ の次に ｢及び地方法人特別税 (地方法人特別税等に関する暫定措置法第�条の地方法人特別税をいう｡ 以下同

じ。）」を加える。

第��条第�項を次のように改める｡

県税及び地方法人特別税の納税等の証明書の交付を受けようとする者は､ 県税・地方法人特別税の納税等の証明書交

付申請書 (一般用) (第��号様式その�) 又は県税の納税等の証明書交付申請書 (自動車継続検査用) (第��号様式そ

の) を所長に提出しなければならない｡

第��条第項及び第��条中「県税」の次に「及び地方法人特別税」を加える。

第��条の表第�号中「法人等」を「法人」に、
「
法人の

県民税

事業税
更正（決定）通知書（第��号様式）

」
を「法人の県民

税・事業税・地方法人特別税更正（決定）通知書（第��号様式）」に改める。

第�	条の見出し中 ｢法人の事業税｣ の次に ｢及び地方法人特別税｣ を加え､ 同条中「法人の事業税」の次に「及び地方

号外第���号 平成��年�月��日 (�)
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島根県県税条例施行規則の一部を改正する規則 （税 務 課）

����������������������������������������������������

�
�
�
�
�

����������������������������������������������������

�
�
�
�
�

平成��年�月��日（火)
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（毎週火・金曜日発行）
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◇������������������ ��（規則第	�号）

� 規則の概要

� 地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う規定及び様式の整備

� その他様式の整備

 施行期日

平成��年��月�日から施行することとした。
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島 根 県 報

法人特別税」を加え、「法人事業税の申告期限延長承認（申請却下）通知書」を「法人の事業税・地方法人特別税の申告

期限延長承認（申請却下）通知書」に改める。

第��条の見出し及び同条の表以外の部分中 ｢事業税｣ の次に ｢及び地方法人特別税｣ を加え､ 同条の表第�号中

「
法人の

県民税

事業税
更正（決定）通知書（第��号様式）

」
を「法人の県民税・事業税・地方法人特別税更正（決定）通知書

（第��号様式）」に改める。

第��号様式表面中

「 この処分に対する不服申立ての方法等については、裏面を御覧ください。」を

「備考

� この処分に対する不服申立ての方法等については、裏面を御覧ください。 に改める。

� 法人の事業税・地方法人特別税は、合算表示しています。 」

第��号様式その�表面中「ご覧」を「御覧」に改め、同様式裏面中「納めてください。」の次に「ただし、法人事業税

及び地方法人特別税は、合算により計算してください。」を、「軽油引取税」の次に「・産業廃棄物減量税・核燃料税」

を加え、「� 法人県民税・法人事業税・県たばこ税・自動車取得税・産業廃棄物減量税」を「� 法人県民税・法人事

業税・地方法人特別税・県たばこ税・自動車取得税」に、「④ 法人県民税及び法人事業税の特例」を「④ 法人県民

税・法人事業税・地方法人特別税の特例」に改める。

第	�号様式中「付」を「付け」に改め、「県税」の次に「・地方法人特別税」を加える。

第
�号様式その�中「県税の現在額は」を「県税・地方法人特別税の現在額は、」に、

第
�号様式その�表面中 ｢県税の納税等の証明書交付申請書｣ を ｢県税・地方法人特別税の納税等の証明書交付申請

書｣ に改め､ 「法人事業税」の次に「、地方法人特別税」を加え､ ｢本人が｣ を ｢御本人が｣ に改める。

第��号様式を次のように改める。

号外第���号 平成��年�月�日(�)

「 「

を に改める。

」 」

を
し
た
県
税
の
現
在
額

交
付
要
求
（
参
加
差
押
）

特
別
税
の
現
在
額

を
し
た
県
税
・
地
方
法
人

交
付
要
求
（
参
加
差
押
）



島 根 県 報号外第���号 平成��年�月��日 (�)

������（第��条関係）

備考 この申請書には、次の書類を添付すること。ただし、前年度課税免除された法人は添付を省略することができ

る。

� 事業内容を証する書類（事業報告書及び定款、寄附行為若しくは規約又は綱領等）

� 収支の状態を証する書類（収支計算書等）

� 財産の状態を証する書類（財産目録、貸借対照表又は正味財産増減計算書）

法人の県民税課税免除申請書

年 月 日

県民センター所長 様

所在地及び

電 話 番 号
（電話 ）

法 人 名

代表者氏名印 �

島根県県税条例第�条の規定により、次のとおり申請します。

事業目的及び事業の種類

収 益 事 業 の 有 無 有 ・ 無

年 度 年 度

前年�月	日から本年
月��

日までの期間中において事務

所等を有していた月数 �

月

均等割額

（ 円）×
�

��

円



島 根 県 報

第��号様式その�表面を次のように改める。

号外第���号 平成��年�月��日(	)



島 根 県 報号外第���号 平成��年�月��日 (�)

��������	（第��条、第	�条関係）
（表）

法人の県民税・事業税・地方法人特別税更正 （決定）通知書
〒 第 号

様 年 月 日
県民センター所長 印

次のとおり課税標準額及び税額の更正（決定）並びに加算金額の決定をしたので通知します。不足税額及び加算金
額並びに不足税額に対する延滞金額を納期限までに納付してください。

この処分に対する不服申立ての方法等及び延滞金の計算方法については、裏面を御覧ください。

事業年度又は
連結事業年度 年 月 日から 年 月 日まで 法 人 番 号

事 業 税 県 民 税

摘 要 課税標準 税率／
��� 税 額

法

人

税

割

額

課 税 標 準 の 総 額 円
� � �

所

得

割

所 得 金 額 総 額 円
� � �

本 県 分 課 税 標 準 額
� � �

年	��万円以下の金
額 � � �

円
� � �

法 人 税 割 額 ( )
��� � � �

年	��万円を超え年

��万円以下の金額 � � � � � �

外国の法人税等の額の控
除額 � � �

年
��万円超の金額
又は軽減税率不適用 � � � � � �

仮装経理に基づく法人税
割額の控除額 � � �

計
� � � � � �

利 子 割 額 の 控 除 額
� � �

付
加
価
値
割

付 加 価 値 額 総 額
� � �

差 引 法 人 税 割 額
� � �

付加価値額本県分
� � � � � �

既納付確定法人税割額
� � �

資
本
割

資本金等の額総額
� � �

租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額 � � �

資本金等の額本県分
� � � � � �

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額 � � �

収
入
割

収 入 金 額 総 額
� � �

納付すべき法人税割額 ③
� � �

収 入 金 額 本 県 分
� � � � � � 均

等

割

算定期間中において事務
所等を有していた月数 月

合 計 事 業 税 額
� � �

均 等 割 額
� � �

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額
� � �

既納付確定均等割額
� � �

課 税 免 除 額
� � �

納付すべき均等割額 ④
� � �

既 納 付 確 定 事 業 税 額
� � � 利

子
割
額
に
関
す
る
計
算

利 子 割 額
� � �

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額
� � �

控 除 し た 金 額
� � �

納 付 す べ き 事 業 税 額 ①
� � �

控除しきれなかった金額
� � �

地
方
法
人
特
別
税

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額
� � �

既に還付を請求した利子
割額 � � �

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額
� � �

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額 � � �

既 納 付 確 定 地 方 法 人 特 別 税 額
� � �

利 子 割 還 付 額
� � �

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額
� � �

納 付 す べ き 地 方 法 人 特 別 税 額 ②
� � �

加 算 金

不申告加算金 過少申告加算金 重加算金

決 定 額 円
� � �

円
� � �

円
� � �

既 決 定 額
� � � � � � � � �

納 付 す べ き 額 ⑤
� � �

⑥
� � �

⑦
� � �

納 期 限 年 月 日

納 付 す べ き 額 ①～⑦計 円 ※ 納付すべき額がマイナスの場合は減少額と
なる。

更正・決定根拠（地方法人特別税等に関する暫定措置法第��条の規定により､ 法人の事業税の例により地方法人特別税の
賦課徴収を行う場合を含む。）



島 根 県 報

第��号様式その�裏面中

「� 会計監査人の監査を受けなければならないことなどのため申告期限の延長を受けている場合には事業年度又

は連結事業年度終了の日後�か月を経過した日から納期限までの期間の日数に応じて次の割合で計算した延滞 を

金を加算してください。 」

「� 法人事業税及び地方法人特別税については、合算した額で延滞金を計算します。

� 会計監査人の監査を受けなければならないことなどのため申告期限の延長を受けている場合には事業年度又 に、

は連結事業年度終了の日後�か月を経過した日から納期限までの期間の日数に応じて次の割合で計算した延滞

金を加算してください。 」

「� 更正」を「� 更正」に、「� 不足税額」を「� 不足税額」に、「� 延滞金」を「� 延滞金」に改める。

第��号様式その�表面を次のように改める。

号外第		�号 平成
�年�月�日(�)



島 根 県 報号外第���号 平成��年�月��日 (�)

��������	（第��条、第	�条関係）

（表）

法人の県民税・事業税・地方法人特別税更正（決定）通知書

〒 第 号

様 年 月 日

県民センター所長 印

次のとおり課税標準額及び税額の更正（決定）並びに加算金額の決定をしたので通知します。不足税額及び加算金

額並びに不足税額に対する延滞金額を納期限までに納付してください。

この処分に対する不服申立ての方法等及び延滞金の計算方法については、裏面を御覧ください。

法人課税信託の名称

事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで 法 人 番 号

事 業 税 県 民 税

摘 要 課税標準 税率／
���

税 額

法

人

税

割

額

課 税 標 準 の 総 額 円
� � �

所

得

金

額

総 額 円
� � �

本 県 分 課 税 標 準 額
� � �

年	��万円以下の金
額 � � �

円
� � �

法 人 税 割 額 ( )
��� � � �

年	��万円を超え年

��万円以下の金額 � � � � � �

外国の法人税等の額の控
除額 � � �

年
��万円超の金額
又は軽減税率不適用 � � � � � �

利 子 割 額 の 控 除 額
� � �

計
� � � � � �

差 引 法 人 税 割 額
� � �

合 計 事 業 税 額
� � �

既納付確定法人税割額
� � �

課 税 免 除 額
� � �

租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額 � � �

既 納 付 確 定 事 業 税 額
� � �

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額 � � �

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額
� � �

納付すべき法人税割額 ③
� � �

納 付 す べ き 事 業 税 額 ①
� � � 利

子
割
額
に
関
す
る
計
算

利 子 割 額
� � �

地
方
法
人
特
別
税

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額
� � �

控 除 し た 金 額
� � �

既 納 付 確 定 地 方 法 人 特 別 税 額
� � �

控除しきれなかった金額
� � �

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額
� � �

既に還付を請求した利子
割額 � � �

納 付 す べ き 地 方 法 人 特 別 税 額 ②
� � �

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額 � � �

利 子 割 還 付 額
� � �

加 算 金

不申告加算金 過少申告加算金 重加算金

決 定 額 円
� � �

円
� � �

円
� � �

※ 納付すべき額がマイナスの場合は減少額と
なる。

既 決 定 額
� � � � � � � � �

納 付 す べ き 額 ④
� � �

⑤
� � �

⑥
� � �

納 期 限 年 月 日

納 付 す べ き 額 ①～⑥計 円

更正・決定根拠（地方法人特別税等に関する暫定措置法第��条の規定により､ 法人の事業税の例により地方法人特別税の
賦課徴収を行う場合を含む。）



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

第�	号様式その
裏面中

「
 更正があった場合において、更正の通知をした日が申告書本来の提出期限若しくは申告日のいずれか遅い日

から�年を経過した日後であるときは、当該�年を経過した日から当該通知をした日（法人税の所得を基準と を

したものは税務官署が更正、決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除し

てください。 」

「
 法人事業税及び地方法人特別税については、合算した額で延滞金を計算します。

� 更正があった場合において、更正の通知をした日が申告書本来の提出期限若しくは申告日のいずれか遅い日

から�年を経過した日後であるときは、当該�年を経過した日から当該通知をした日（法人税の所得を基準と に、

したものは税務官署が更正、決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除し

てください。 」

「� 不足税額」を「� 不足税額」に、「� 延滞金」を「 延滞金」に改める。

第	�号様式中「法人の事業税」の次に「・地方法人特別税」を加え、「付でされた申告期限の延長申請」を「付けで申

請された申告期限の延長」に改める。

� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年��月�日から施行する。

（経過措置）


 この規則による改正後の島根県県税条例施行規則の規定中法人の事業税及び地方法人特別税に関する部分は、平成��

年��月�日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散（合併による解散を除く。以下同じ。）に

よる清算所得に対する法人の事業税（清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の

事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。）並びにこれらと併せ

て賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前

の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

� この規則による改正前の島根県県税条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもの

のうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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